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大雨によって災害リスクが高まった時に
要配慮者の方々が適切な避難を行えること

適切な避難とは・・・

①避難開始のタイミング
（避難に時間を要することを考慮し）
「避難準備・高齢者等避難開始の情報で避難開始！」

②安全な避難経路で避難

本日の説明会の目的
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①水災害（洪水、土砂災害）リスクがあること

②洪水や土砂災害に対する避難確保計画の作り方
③大雨の時に水防災情報を入手（方法）すること
④水防災情報の意味を理解すること

適切な避難が可能に
①避難開始のタイミング
（避難に時間を要することを考慮し）
「避難準備・高齢者等避難開始の情報で避難開始！」

②安全な避難経路で避難

知っていただきたいこと
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①水災害（洪水、土砂災害）リスクがあること

②洪水や土砂災害に対する避難確保計画の作り方

③大雨の時に水防災情報を入手（方法）すること

④水防災情報の意味を理解すること

本日の説明会の流れ
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洪水等に対する避難確保計画の作成について
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１ 災害（洪水、土砂災害）リスク
を知ること
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Ｑ：避難確保計画の作成について、これまでも文書に

よる通知とかありましたよね。

なぜ、いま、水害・土砂災害に関する説明会？

なぜ、今なのか？
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平成28年8月30日発生 小本川の洪水被害概要（岩手県岩泉町）
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○岩手県岩泉町の小本川と支川清水川において、溢水、越水、決壊により広範囲で浸水が発生。
○これまでに、浸水面積242ha、床上浸水118⼾、床下浸水39⼾の甚⼤な浸水被害が生じるととも

に、小本川沿川の高齢者福祉施設では、9名の死亡が確認された。（H28.9.12 7:00時点）

Ｈ28.9.1撮影
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「町は氾濫に備えて全域に避難準備情報を出したが「楽ん
楽ん」側は準備情報の定義を知らず、入所者を避難させな
かった。」 (2016.9.7河北新報 ONLINE NEWSより抜粋)

いくつかのタラレバ（＝改善点）がありました、、、

①町からの避難準備情報の意味を知っていたら

②自ら水位情報を入手できたていたら

③施設の近くに川がある。水災害リスクを知っていたら
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【水防法第15条の3 2項】
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の義務を負う
・避難確保計画を作成した場合、その市町村への報告
・自衛水防組織を設置した場合、構成員等の市町村への報告

【水防法第15条の3 1項】
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の努力義務を負う
・避難確保計画の作成

・訓練の実施
・自衛水防組織の設置

【水防法第15条2項】
市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設
→施設所有者又は管理者への洪水予報等の伝達方法を定める
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【水防法第１５条1項四号ロ】
浸水想定区域内にある要配慮者利用施設で、利用者の洪水時等の
円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの
→市町村地域防災計画への名称、所在地の記載

市町村が水防法に
よる要配慮者利用施
設を指定

市町村に河川情報
の伝達義務

施設に避難確保計
画等の作成に係る
努力義務

施設に作成した計画
及び自衛水防組織
の構成員等の報告
義務

1 避難確保計画の作成 ～水防法上の位置付け～

水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会 熊本県

1 避難確保計画の作成～洪水・内水・高潮～
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避難確保計画に定めるべき事項

一 洪水時等の防災体制

二 利用者の洪水時等の避難の誘導

三 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備

四 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施

五 自衛水防組織を置く場合、次の事項

イ 自衛水防組織が行う業務に係る活動要領

ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練

ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

六 その他の事項

非常災害対策計画や消防計画等、災害に対処するための具体的な計画を定めている場合は、
既存の計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加することでも良い。

避難確保計画とは、水防法に基づき、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難
の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画です
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１ あなたの施設の水災害リスクは？
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Ａ：「ハザードマップ」（市町村配布）や

「浸水想定区域図」河川管理者（国や県）公表

で確認できます

水災害リスクの確認方法は？
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○（例）洪水ハザードマップ

＜ハザードマップ＞＜浸水想定区域＞
洪水ハザードマップは、市町
村が作成し、
� 洪水予報等の伝達方法
� 避難場所
� 地下街等、要配慮者利用
施設、大規模工場等の名
称と所在地

� 早期の立退き避難が必要
な区域（H28.4より追加）

等について記載し公表

洪水ハザードマップは、洪水浸水想定区域図をもとに、市町村地域防災計画
において定められた必要事項及び早期に立退き避難が必要な区域等を記載し
たものです
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２ 災害リスクを知る ～洪水ハザードマップとは～

⾏政機関の
連絡先 等 浸水深の表示

避難所の表示

浸水

阪神淡路大震災

避難ルートの検討

大雨が降ったとき
・どこが浸水するおそれがあるか？
・どこで土砂災害の危険があるのか？
・どこの道路が通行止めになりやすいのか?

地震のとき
・どこが揺れやすいのか？
・活断層はどこにあるのか？
・大規模な盛土造成地はどこなのか？

このような防災に関する様々な情報が分かるので、避難計画・防災対策に役立ちます。

浸水対策の検討

わがまちハザードマップ
全国の市町村のハザードマップを閲覧することができます。

重ねるハザードマップ
様々な防災に役立つ情報を、全国どこでも１つの地図上で重ねて閲
覧できます。

東京都千代田区洪水ハザードマップ

耐震対策の検討 液状化対策の検討

検 索検 索ハザードマップハザードマップ

藤沢市津波ハザードマップ

土砂災害危険箇所

洪水浸水想定区域

道路冠水想定箇所
緊急輸送道路
事前通⾏規制区間

写真

1つの地図に重ね合わせて閲覧

今いる場所の災害危険度わかります
国土交通省ハザードマップポータルサイト http://disaportal.gsi.go.jp/

• 災害時の避難や、事前の防災対策に役立つ情報を公開しています
• 全国の防災情報を１つの地図上で重ねて閲覧可能に

２ 災害リスクを知る ～国土交通省ハザードマップポータルサイト～
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浸水想定区域は、河川管理者
（国または都道府県）が作成

� 浸水想定区域
� 想定される水深
� （浸水継続時間）

洪水浸水想定区域は、対象とする河川が想定最⼤規模降⾬によって氾濫した
場合に、その氾濫水により浸水することが想定される区域です

20m 〜

10m 〜 20m

5m 〜 10m

3m 〜 5m

0.5m 〜 3m

〜 0.5m

浸⽔想定区域図の例

２ 災害リスクを知る ～洪水浸水想定区域図の例～
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←川内川

〈参考〉川内川水系洪水浸水想定区域図

水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会 熊本県

２ 災害リスクを知る ～洪水浸水想定区域を見る～
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■白川水系洪水想定区域図（国管理）
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_s/

■緑川水系洪水浸水想定区域図（国管理）
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/river/kiki/soutei_m/index.htm

■菊池川水系洪水浸水想定区域図（国管理）
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/html/bousai07.html

■球磨川水系洪水浸水想定区域図（国管理）
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/kuma_shinsui.html

■熊本県が作成している洪水浸水想定区域図
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_18604.html

■熊本県が作成している高潮浸水想定区域図
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_18595.html

■熊本県が作成している津波浸水想定区域図
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_229.html

※想定最大規模の洪水浸水想定区域図が、今後公表予定の場合もあります。

水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会 熊本県



２ 避難確保計画の作り方
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要配慮者利用施設の範囲

1　高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児・者施設等の社会福祉施設と、事業実施場所（※1）

2　病院、診療所の医療施設（有床に限る。）

3　幼稚園、聴覚特別支援学校、視覚特別支援学校

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム（A型）、ケアハウス、老人福祉センター介護老人保健施設、

有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、生活支援ハウス、地域密着型サービス事業所

認可保育所、認可外保育施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障がい児短期治療施設、

児童自立支援施設、児童館、児童家庭支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住宅型自動養育事業所

生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障がい者支援施設、

障がい者相談支線事業所、地域活動支援センター（活動支援A型）、地域活動支援センター（活動支援B型）、

地域活動支援センター（生活支援型）、点字図書館、視覚障がい者情報提供施設、障がい者福祉センター、

障がい者就業・生活支援センター、共同生活援助事業所（グループホーム）、障がい児入所施設（福祉型）、

障がい児入所施設（医療型）、短期入所施設、児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所

子育ていろいろ相談センター、愛光会館、子ども・子育てプラザ、つどいの広場、放課後児童施策（児童いきいき放課後

事業、子どもの家事業施設、留守家庭児童対策事業施設）

障がい児・者施設等

その他

※１

要配慮者利用施設の範囲

高齢者施設

保護施設

児童福祉施設等

救護施設、更生施設、医療保護施設

1 避難確保計画の作成 ～要配慮者利用施設の範囲～



２ 避難の種類
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図 河川において避難勧告等の対象とする区域と避難⾏動

浸⽔深が浅い

浸⽔深が深い

避難勧告等の
対象区域

⽴ち退き避難

屋内安全確保

屋内安全確保

屋内安全確保

⽴ち退き避難

⽴ち退き避難

⻑期間深い浸⽔が続くこと
が想定される区域

⽴ち退き避難
⽴ち退き避難

⽴ち退き避難

�水害で避難勧告等の対象となる区域は、洪水ハザードマップ（各河川の洪水浸水想定区域）を基本
�災害が切迫した状況では、以下も避難⾏動として周知

・「緊急的な待避場所」への避難（近隣のより安全な場所、より安全な建物等）
・「屋内での安全確保措置」（屋内のより安全な場所への移動）

�⽴退き避難が必要な災害の事象
・⽐較的⼤きな河川において、堤防から水があふれたり（越流）、堤防が決壊したりした場合に、氾濫した水の
流れが直接家屋の流出をもたらす場合
・⼭間部等の川の流れが速いところで、洪水により川岸が侵⾷されるか、氾濫した水の流れにより、川岸の家屋
の流出をもたらす場合

・氾濫した水の深さが深く、平屋の建物で床上まで浸水するか、2階建て以上の建物で浸水の深さが最上階の
床の高さを上回ることにより、屋内での安全確保措置では身体に危険が及ぶ可能性がある場合

・地下、半地下に氾濫した水が流⼊する場合
・ゼロメートル地帯のように浸水が⻑期間継続する場合

（避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアル作成ガイドラインより）

２ 災害リスクを知る ～ハザードマップ等と避難行動～
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1 避難確保計画の作成 ～洪水・内水・高潮～
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国土交通省では、要配慮者利用施設における洪水時の避難確保計画の作成の参
考とするため、避難確保計画作成の手引きをホームページで提供しています

●避難確保計画の作成の手引き（案）
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/j

ouhou/jieisuibou/pdf/hinankakuho_tebiki_suibo

u201701.pdf

手引きでは、「記載例」、「解説及び留意事項」、
「用語の解説」等も記載されていますので、是非
とも参考として下さい。

●参考例
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